
別図第四号の九(第40条の4及び第49条の24関係) 

1 インマルサツト船舶地球局及びインマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトC型の

送信設備の位相雑音のレベル 

  

2 インマルサツト船舶地球局及びインマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトC型の

空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比 

 (1) インマルサツト船舶地球局 

    
      注 方位角方向に対して対称とする。 



 (2) インマルサツト携帯移動地球局 

    

   注 方位角方向に対して対称とする。 

 

3 インマルサット船舶地球局のインマルサットM型及びインマルサットF型、インマルサッ

ト携帯移動地球局のインマルサットM型、インマルサットミニM型及びインマルサットF型

並びに1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局(無線高

速データ通信が可能なものに限る。)の送信設備の位相雑音のレベル 
 

  



4 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の送信設備の位相雑音のレベル 

 (1) F1D電波を使用するもの 

   

 

 (2) G1D電波を使用するもの 

   

 

5 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の送信設備の位相雑音のレベ

ル 

   


